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マ イ ク ロ チ ッ プ 装 着 ・ 登 録 の 義 務 化 に 係 る  

自 治 体 向 け Q & A の 発 出 に つ い て（2）

行政・獣医事

本件については，本誌 75巻 1号（2022年 1月号）に掲載したところであるが，今般，令和 4年 1月 19日
付けで狂犬病予防法の特例に係るものを除く部分について Q&A第 2版が環境省自然環境局総務課動物愛護管
理室から各都道府県（政令市を含む）あてに発出されたので紹介する．

マイクロチップの装着等の義務化に係る 

自治体向け Q&A 

（狂犬病予防法の特例に係るものを除く）

令和 3年 12月 1日　第 1版
令和 4年 1月 19日　第 2版

※下線部は，第 1版から追記した部分
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1�　管内のブリーダーやペットショップが犬又
は猫を生後 90日以内に販売する場合に，生
後 90日を経過していないことを理由に当該
ブリーダーやペットショップに対してマイク
ロチップを装着しないで販売させることはで
きますか．

（答）
○　動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改
正する法律（令和元年法律第 39号．以下「改正
法」という．）第 2条の規定による改正後の動物
の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第
105号．以下「法」という．）第 39条の 2第 1項
に規定されているとおり，生後 90日以内に販売
する場合においても，ブリーダーやペットショッ
プに対して販売する日までにその犬又は猫にマイ
クロチップを装着させなければなりません．
例：57日齢で販売（譲渡し）をする場合には，

57日齢までにマイクロチップを装着させる．

2�　管内のブリーダーやペットショップが令和
4年 6月 1日の法施行日に現に所有してい
る販売用の子犬又は子猫でマイクロチップ未
装着の個体についても，法施行日以降に販売
する際には，販売する日までにその犬又は猫
にマイクロチップを装着させなければならな
いのですか．

（答）
○　法施行日以降に，ブリーダーからペットショッ
プに当該犬又は猫が販売される場合は，当該犬又
は猫を購入したペットショップがマイクロチッ
プを装着する義務を負います．
○　法施行日以降に，ペットショップから一般の方
に当該犬又は猫が販売される場合は，当該犬又は
猫を購入した一般の方がマイクロチップを装着す
る努力義務を負います．

3�　犬の所有者が，指定登録機関に所有者の変
更登録をする前に，狂犬病予防法の犬の登録
手続のために市役所等を訪れた場合には，ど
のように対応すればよいですか．

（答）
○　ワンストップサービスに参加している市町村
（特別区を含む．以下同じ．）については，犬の所
有者には変更登録の義務があることを説明いただ
き，その申請を指定登録機関に行うよう促してく

ださい．犬の所有者が指定登録機関に申請をした
翌日に，ワンストップ通知が届きますので，これを
狂犬病予防法に基づく申請とみなしてください．
ただし，先に狂犬病予防法に基づく登録業務を行
うことについて妨げるものではありません．
○　ワンストップサービスに参加していない市町村
については，窓口で狂犬病予防法に基づく登録事
務を行ってください．犬の所有者は，マイクロ
チップに関する変更登録を別途行う必要があるた
め，その申請を指定登録機関に行うよう促してく
ださい．
○　特に都道府県，政令指定都市及び中核市には，
法第 39条の 9に規定されているとおり，マイクロ
チップの装着や登録等を含めた措置が適切になさ
れるよう，犬又は猫の所有者に対し，必要な指導
及び助言を行うよう努力義務が課せられています．

4�　狂犬病予防法の犬の原簿内容を変更，修正
等した場合に，市町村から指定登録機関に連
絡する必要はありますか．

（答）
○　各市町村が管理している狂犬病予防法の犬の原
簿内容を変更，修正等した場合に，指定登録機関
へ連絡する必要はありません．

5�　民間事業者が個別に行っているマイクロ
チップ登録制度に登録している犬の所有者が
市町村の窓口を訪問した際に，何か案内をす
ることはありますか．

（答）
○　法施行前に，民間事業者が運営するマイクロ
チップ登録制度に登録された犬又は猫の所有者
は，所有者が希望すれば，環境大臣の登録を受け
ることができます．現在，指定登録機関が希望を
受け付けるための専用Webサイトを構築してお
り，令和 4年 1月以降に公開される予定です．
○　また，現在，指定登録機関において，関係各所
に向けた普及啓発資料を作成中です．法施行前に
マイクロチップが装着された犬又は猫に関する環
境大臣の登録は無料ですので，普及啓発資料等を
利用して積極的に周知してください．専用Web

サイトの URLについては追ってお知らせします．
○　なお，令和 4年 6月 1日以降も民間事業者がマ
イクロチップの登録事業を独自に行うことは妨げ
られるものではありません．
※法に基づくマイクロチップの登録制度は，民間事
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業者が実施している登録制度とは異なるものであ
り，データが自動的に移行されることはありません．

6�　犬又は猫の所有者からマイクロチップの情
報登録に関する手数料の支払方法について問
合せがあった場合にどのように答えればよい
ですか．

（答）
○　オンライン申請の場合には，クレジットカード
や2次元バーコードによる決済を予定しています．
○　紙申請の場合には，コンビニ決済等を予定して
います．この場合，決済手数料は登録者の負担に
なります．
○　なお，都道府県等が引取りをした犬又は猫を所
有者として登録する際，当該都道府県等がオンラ
イン決済に対応できない場合には，月締めの請求
書払いで対応ができます．詳細について追って指
定登録機関からお知らせがあります．

7�　動物愛護管理センター等で引取りをした犬
又は猫にマイクロチップを装着して指定登録
機関に登録をした場合に手数料の減免はされ
ますか．

（答）
○　動物愛護管理センター等の行政機関が登録等す
る場合であっても手数料を支払う必要があります．

8�　マイクロチップのリーダー（読取り器）を
市町村に配布する予定はありますか．

（答）
○　各市町村で読取り器をご準備いただくよう，お
願いします．
○　現在，指定登録機関が自治体等に対し読取り
器を配布することを検討していますが，具体的な
配布時期，配布対象機関及び配布台数等は未定で
あり，また，全ての市町村に十分な台数を配布す
ることはできない見込みです．

9�　本制度に関する普及啓発資料（ポスターや
チラシ）を配布する予定はありますか．

（答）
○　現在，指定登録機関が普及啓発資料のデザイ
ン，内容，配布の時期，配布対象機関及び配布部
数等について検討しています．

○　普及啓発資料が完成し次第，環境省ホームペー
ジでも公開する予定です．

10�　マイクロチップの登録手数料を支払った
所有者に対しては，条例に基づく狂犬病予防
法の犬の登録手数料を徴収することはできな
いのですか．

（答）
○　法第 39条の 25に基づくマイクロチップの登
録手数料は，条例に基づき市町村が徴収している
狂犬病予防法の犬の登録手数料とは異なります．
○　したがって，マイクロチップの登録手数料を支
払ったことを根拠に，条例に基づく狂犬病予防法の
犬の登録手数料が徴収できないことはありません．

11�　環境省及び指定登録機関が構築している
システムで，どのような情報が閲覧できますか．

（答）
○　今後，指定登録機関がシステムの操作に関する
マニュアルを準備し，情報の閲覧内容について公
開する予定です．
○　また，今後開催予定の自治体向け説明会の中で
も，閲覧できる情報やマニュアルについて紹介す
る予定です．

12�　法では，犬又は猫の健康及び安全の保持
上支障が生じるおそれがある場合を除き，犬
又は猫に装着されているマイクロチップを取
り外してはならないとありますが，「犬又は
猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそ
れ」があるかないかの判断は飼い主がしてよ
いのか問合せがあった場合にどのように答え
ればよいですか．

（答）
○　法 39条の 4に規定されている「犬又は猫の健
康及び安全の保持上支障が生じるおそれ」がある
か否かの判断は，専門的な知識を有する獣医師等
によりなされることが望ましいと考えられます．

13�　ブリーダーやペットショップが令和 4年
6月 1日の法施行日に現に所有している犬
又は猫に対して，マイクロチップを装着する
必要があるのか問合せがあった場合にどのよ
うに答えればよいですか．
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（答）
○　法第 39条の 2第 1項は，法施行後に犬猫等販
売業者が取得した犬又は猫にマイクロチップの装
着を義務付ける規定です．
○　法第 39条の 2第 1項の対象ではありませんが，
法施行前から犬猫等販売業者が所有している犬又
は猫（繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を
除く．）に対してもマイクロチップの装着に努め
るよう「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱
業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定め
る省令」（以下「基準省令」という．）で規定する
予定です．
○　管内の犬猫等販売業者から問合せがあった際に
は，法施行日に向けて所有している犬又は猫（繁
殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く．）
へのマイクロチップの装着に努めるよう案内をし
てください．

14�　ペットショップから犬又は猫を購入した
後，所有者が変更登録の申請を忘れてしまっ
た場合，罰則はありますか．

（答）
○　罰則はありませんが，変更登録の申請は義務と
なっています．

15�　犬猫等販売業者が取得した犬又は猫にマ
イクロチップの装着をしなかった場合に罰則
はありますか．

（答）
○　法 21条第 1項に基づく「基準省令」において，
犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着及
び情報登録を，第一種動物取扱業者が取り扱う動
物の管理の方法等の基準として追加する予定です
（基準省令の改正）．
○　これにより，当該改正の施行後は，犬猫等販売
業者がマイクロチップの装着及び情報登録をしな
かった場合には，基準省令違反として，勧告，命
令，取消処分の対象となり，これらに関連する罰
則の対象となります．

16�　本制度のデータベースに保存されている
情報とマイナンバーカード等に記録されてい
る住民情報を紐付ける予定はありますか．

（答）
○　現段階で他制度のデータベースに記録されてい
る情報と紐付ける予定はありません．

17�　令和 4年 6月 1日の法施行前に犬又は猫
に装着されたマイクロチップの識別番号と法
施行後に装着されるマイクロチップの識別番
号の使い分けをしますか．

（答）
○　法施行前に装着されたマイクロチップの識別番
号は，法施行後においても引き続き使用されるこ
とになります．
○　法施行前に装着されたマイクロチップの識別番
号は，法施行後に別の犬又は猫に装着されるマイ
クロチップの識別番号に重複して使用されること
はありません．

18�　令和 4年 6月 1日の法施行前に民間事業
者が実施しているマイクロチップ登録制度に
登録された犬又は猫の所有者は，本制度に登
録する必要はないのですか．

（答）
○　犬猫等販売業者の所有する犬又は猫について
は，改正法附則第 5条第 1項に基づき，令和 4年
6月 1日から 30日を経過する日（その日までに
当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては，そ
の譲渡しの日）までに，改正法に基づく登録を受
けなければなりません．
○　犬猫等販売業者以外の者については，法附則第

5条第 2項に基づき，本制度に登録することがで
きるとされています．環境省としては，できる限
り，本データベースに登録いただきたいと考えて
います．
○　なお，令和 4年 6月 1日の法施行前に民間事業
者のマイクロチップ登録制度に登録された犬又は
猫の所有者については，本制度データベースに登
録する際の手数料は徴収されません．


